訪問看護重要事項説明書

１　訪問看護ステーション“ラポール”の概要

	事　業　所　名

　　　（代表者）
	訪問看護ステーション“ラポール”

　　　　　　小山　治

	所　　在　　地
	兵庫県神戸市北区山田町下谷上門口10番３

	  介護保険指定番号
	２８６５０９００５０

	サ ー ビ ス 提 供
	訪問看護

	地            域
	神戸市北区内


２　運営規定

(事業の目的)

　この規定は、医療法人健心会が開設する、訪問看護ステーション“ラポール”（以下

「ステーション」という）の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する

事項を定め、ステーションの看護師その他の職員（以下「看護師」という）が、病気

やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師（

以下「在宅主治医」という）が指定老人訪問看護または指定訪問看護・介護予防訪問

看護（以下「訪問看護」という）を必要と認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供

し、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい在宅療養生活を継続できるよう、

またできるだけ介護状態にならぬようニーズや状態の変化に応じ、サービスを提供し家族と共に支援することを目的とする。
（運営の方針）　

　　　１　ステーションの看護師は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活

動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した快適な在宅療養が継続できるよう支援することを目的とする。

　　　２　病気やけが等により、寝たきり又は寝たきりに準ずる状態にあり、かかりつけ

医師が訪問看護の必要性を認めた在宅療養者に対し、看護サービスを提供する。

３　事業の実施にあたっては、ステーションを中心として神戸市北区医師会・居宅

介護支援事業所・地域の保健福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービス

の提供に努めるものとする。
３　事業所職員の体制
	
	　職　種
	常勤
	非常勤
	兼務
	計

	管 理 者
	看 護 師
	　1名
	　 －名
	　－ 名
	　 1名

	従 事 者
	看護師
	24名
	10名
	－名
	34名

	
	准看護師
	3名
	4名
	－名
	7名

	
	理学療法士
	―名
	1名
	－名
	1名

	
	作業療法士
	－名
	－名
	－名
	0名


　　　　　※従事者については変動があります。　　　　　　　        　Ｒ6.6.1現在
４　営業日及び営業時間

　ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。ただし、利用者の状況により必要と認められる場合,または集合住宅への訪問はこの限りではない。

　○営業日　　祝日・年末年始(12/31～1/3)を除く月曜日から金曜日までとする。

　　　○営業時間　午前９時から午後５時までとする。

５　サービス内容

　　　１）症状・障害の観察　　　　　　　６）ターミナルケア　　

　　　２）清拭・洗髪等による清潔の世話　７）認知症患者の看護　

　　　３）食事及び排泄等日常生活の世話　８）療養生活や介護方法の指導

　　　４）褥創の予防・処置　　　　　　　９）カテーテルなどの管理　　　　

５）リハビリテーション　　　　　　10）その他の医師の指示による医療処置
６　虐待防止に関する事項 
（１）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。 ①虐待を防止するための従事者に対する研修の実施 ②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 ③その他、虐待防止のために必要な措置 
（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に 養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。
７　業務継続計画に関する事項
事業所は感染症や非常災害の発生において、サービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定や従事者への研修、訓練等の実施に努めるものとする。
８　ハラスメント対応
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場においてのハラスメントや、利用者又はその家族からのハラスメントにより、就業環境が害される事や、サービスの質の低下、信頼関係の悪化を防止するための措置を講じる。

９　衛生管理及び従事者の健康管理等 
（１）施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を溝ずるものとします。 
（２）事業所は従事者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の 健康診断を受診させるものとします。
１０　身体拘束の原則禁止
（1） 事業所はサービス提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という）を行わない。
（2） 事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人または家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し、同意を得た上でその態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。


１１　利用料金
《利用料金支払い方法》

・利用した月の翌月11日以降に請求書を発行します（月締め）。

・利用料金のお支払方法については別途ご説明させていただきます。

　・保険請求に必要な書類が揃わない場合（変更申請等）は請求書が送れる場合がございます。ご了承ください。
・訪問看護の領収書は医療費控除に使用できます。(再発行は致しかねますので大切に保管をお願いします。)　　　　　
　・利用料金は改定により変更になります。
　■介護保険利用料■　　　Ｒ6.6月改定に準ずる
利用料金は介護報酬に準ずるものとします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位数単価10.84円
	
	
	
	単位
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	看護師による訪問
	要支援
	予Ⅰ１
	２０分未満
	303単位
	329円
	657円
	986円

	
	
	予Ⅰ２
	２０分～３０分未満
	451単位
	489円
	978円
	1,467円

	
	
	予Ⅰ３
	３０分～１時間未満
	794単位
	861円
	1,722円
	2,582円

	
	
	予Ⅰ４
	１時間以上１時間半未満
	1,090単位
	1,182円
	2,363円
	3,545円

	
	要介護
	Ⅰ１
	２０分未満
	314単位
	341円
	681円
	1,021円

	
	
	Ⅰ２
	２０分～３０分未満
	471単位
	511円
	1,021円
	1,532円

	
	
	Ⅰ３
	３０分～１時間未満
	823単位
	893円
	1,785円
	2,677円

	
	
	Ⅰ４
	１時間以上１時間半未満
	1,128単位
	1,223円
	2,446円
	3,669円


※基本料金対して、早朝（午前６時～午前８時）・（午後６時～午後１０時）の時間帯は２５％増し、
深夜帯（午後１０時～午前６時）は５０％増しになります。※准看護師による訪問は　×９０％

※同一建物居住者/シニアホームほくと・・・上記より15％減算
※同一建物居住者/ケアホームほくとⅠ、ケアホームほくとⅡ・・・上記より10％減算（ケアホームほくとⅠについては変動あり、請求書にてご確認ください）
	
	
	
	単位
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	理学療法士
による訪問
	要支援
	予Ⅰ5
	１回　２０分
	284単位
	308円
	616円
	924円

	
	
	予Ⅰ５・２超
	１時間（２０分×３回）
	142単×3回
	462円
	924円
	1,386円

	
	要介護
	Ⅰ5
	１回　２０分
	294単位
	319円
	638円
	957円

	
	
	Ⅰ５・２超
	１時間（２０分×３回）
	265単×3回
	864円
	1,728円
	2,592円


＊1週間に6回を限度とする　　　　＊看護師による定期的な訪問が必要
＊理学療法士等による訪問看護は看護の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、
看護職員の代わりに訪問を行う　
＊(注１)理学療法士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合、さらに緊急時加算、特別管理加算、看護体制強化加算を算定していない場合は1回につき8単位減算とする。

＊理学療法士による介護予防訪問看護は、利用月から12か月を超えて行う場合１回につき次のように減算となる。　　1.上記（注１）8単位の減算を行っている場合には1回につき15単位減算とする。
　　　 　　2.（注１）の減算を行っていない場合には1回につき5単位の減算とする。
訪問看護契約における加算同意書(介護保険)

私及びその家族は、介護保険により訪問看護の下記の療養上の対応について説明を受け、実施に伴う加算に同意致します。　　　　　　　　　　　　　　　　※1割負担の場合　単位数単価　10.84円
	□緊急時訪問看護加算１/600単位（約651円）
	24時間連絡体制にあり、緊急時に必要に応じて訪問看護を行う

（別途基本利用料金が発生します）

	□看護体制強化加算Ⅰ/550単位（約597円）
　　　　　※区分支給限度基準額の対象外となる
	1回/月　（介護予防は対象外）


	□訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ１/6単位(約7円)

□予防訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ/6単位(約7円)
	1回につき

	□初回加算　（Ⅰ）/350単位（約380円）
□初回加算　（Ⅱ）/300単位（約326円）
	初回のサービスを提供した月に

利用者が過去2か月間において訪問看護を受けていない場合
（Ⅰ）病院・診療所等から退院した初回の訪問に
（Ⅱ）上記以外の初回の訪問に

	□退院時共同指導加算　/ 600単位（約651円）
	退院、退所後初回のサービスを提供した月に

	□特別管理加算Ⅰ　/500単位(約586円)
	1回/月　　・胃チューブ留置（経鼻・胃瘻など）　輸液用ポート
・気管切開・気管カニューレ（永久気管孔を含む）

・膀胱留置カテーテル　・ＰＴＣＤなど（種々ドレーンなどの留置）
以上の状態にある者に対し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う

	□特別管理加算Ⅱ　/250単位（約271円）
	①・在宅酸素療法指導管理・在宅自己導尿指導管理

　・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態

②人工肛門または人工膀胱を設置している状態

③真皮を越える褥瘡の状態

以上の状態にある者に対し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う

	□専門管理加算Ⅱ/250単位
	月1回限度
特定行為研修終了した看護師が計画的な管理を行った場合

	□口腔連携強化加算/50単位
	月1回限度
歯科医療機関及び介護専門員に対し当該評価の結果を情報提供した場合

	□複数名訪問看護加算　　 2人以上による場合　

＋254単位（30分未満）（約276円）

　　　　＋402単位（30分以上）（約436円）
	利用者の身体的理由により一人では困難と認められる場合

その他状況判断により上記に準ずると認められる場合

	□複数名訪問看護加算Ⅱ　看護師＋看護補助者

　　　　＋201単位（30分未満）（約218円）

　　　　＋317単位（30分以上）（約344円）
	


	□長時間加算　90分以上　＋300単位（約326円）
	特別管加算の対象利用者について90分以上の訪問看護を実施した場合

	□ターミナルケア加算 /2500単位（約2,610円）
	利用者の死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合


※臨時的に特例措置等が発令された場合は別途お知らせ致します。
■医療保険利用料■①　　　　　　　　　　　　Ｒ6.6月診療報酬改定に準ずる【准看】

■医療保険利用料■①　在宅への訪問　　　　　Ｒ6.6月診療報酬改定に準ずる　【准看】
	①
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	基本療養費Ⅰ
	看護師等3日まで
	5,550円【5,050円】
	560円【510円】
	1,110円【1,010円】
	1,670円【1,520円】

	
	看護師等4日以降
	6,550円【6,050円】
	670円【610円】
	1,310円【1,210円】
	1,970円【1,820円】


※基本療養費Ⅰは、理学療法士による訪問の場合は、週４日以降も週３日までの料金が適用
	　　　　　　　　　　　　　②
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	基本療養費Ⅲ
	入院中外泊
	8,500円
	850円
	1,700円
	2,550円

	　　　　　　　　　　　　　③
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	機能強化型訪問看護基本療養費１
	月の初日
	13,230円
	1,323円
	2,646円
	3,969円

	訪問看護管理療養費１
	2回目以降（Ｒ6.9.30迄）
	3,000円
	300円
	600円
	900円

	訪問看護管理療養費2
	2回目以降（Ｒ6.10.1～）
	　　　　　　2,500円
	　250円
	500円
	750円

	④各種加算
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	特別管理加算/月
	特別な管理を必要とする場合
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	
	厚生労働大臣が定める状態
	5,400円
	540円
	1,080円
	1,620円

	24時間対応体制加算/月
	6,800円
	680円
	1,360円
	2,040円

	退院時共同指導加算
	8,000円
	800円
	1,600円
	2,400円

	夜間・早朝
訪問看護加算
	午後6時～午後10時迄
午前6時～午前8時迄
	2,100円
	210円
	420円
	630円

	深夜訪問看護加算
	午後10時から午前6時迄
	4,200円
	420円
	840円
	1,260円

	緊急訪問看護加算/1日につき(14日迄)
	2,650円
	270円
	530円
	800円

	緊急訪問看護加算/1日につき(15日以降)
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	退院支援指導加算/長時間行った場合
	6,000円/8,400円
	600円/840円
	1,200円/1,680円
	1,800円/2,520円

	特別管理指導加算
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	長時間訪問看護加算
	5,200円
	520円
	1,040円
	1,560円

	複数名訪問
看護加算
	看護師等
	4,500円
	450円
	900円
	1,350円

	
	准看護師
	3,800円
	380円
	760円
	1,140円

	
	看護補助者
	3,000円
	300円
	600円
	900円

	
	１日２回/３回以上
	6,000円/10,000円
	600円/1,000円
	1,200円/2,000円
	1,800円/3,000円

	難病等複数回
訪問加算
	1日2回
	4,500円
	450円
	900円
	1,350円

	
	1日3回以降
	8,000円
	800円
	1,600円
	2,400円

	在宅患者連携指導加算
	3,000円
	300円
	600円
	900円

	看護・介護職員連携強化加算
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	在宅患者緊急時等カンファレンス加算
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	訪問看護情報提供療養費１・２・３/月
	1,500円
	150円
	300円
	450円

	専門管理加算/特定行為研修を修了した看護師による
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	訪問看護ＤＸ情報活用加算
	50円
	5円
	10円
	15円

	ターミナルケア療養費１
	25,000円
	2,500円
	5,000円
	7,500円

	ベースアップ評価料
	基準により変動あり（明細書にてご確認をお願い致します）

	⑤その他の料金（保険外）
	キャンセル料/場合により（当日のキャンセル等）

	エンゼルケア（自費）
	20,000円

	交通費（自費）
	事業所から片道3キロメートル以上1日200円とする


■医療保険利用料■➁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ6.6月診療報酬改定に準ずる【准看】
同一建物居住者への訪問/シニアホームほくと/ケアホームほくとⅠ・Ⅱ等
	①
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	基本療養費Ⅱ
（同一日に３人以上）
	週3日目まで
	2,780円【2,530円】
	280円【250円】
	560円【510円】
	830円【760円】

	
	週4日目以降
	3,280円【3,030円】
	330円【300円】
	660円【610円】
	980円【910円】


※基本療養費Ⅱは、理学療法士による訪問の場合は、週４日以降も週３日までの料金が適用
	　　　　　　　　　　　　　②
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	基本療養費Ⅲ
	入院中外泊
	8,500円
	850円
	1,700円
	2,550円

	　　　　　　　　　　　　　③
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	機能強化型訪問看護管理療養費１
	月の初日
	13,230円
	1,323円
	2,646円
	3,969円

	訪問看護管理療養費１
	2回目以降（Ｒ6.9.30迄）
	 3,000円
	300円
	600円
	900円

	訪問看護管理療養費2
	2回目以降（Ｒ6.10.1～）
	　　　　　　2,500円
	　250円
	500円
	750円

	④各種加算
	料金
	１割負担
	２割負担
	３割負担

	特別管理加算/月
	特別な管理を必要とする場合
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	
	厚生労働大臣が定める状態
	5,400円
	540円
	1,080円
	1,620円

	24時間対応体制加算/月
	6,800円
	680円
	1,360円
	2,040円

	退院時共同指導加算
	8,000円
	800円
	1,600円
	2,400円

	夜間・早朝
訪問看護加算
	午後6時～午後10時迄
午前6時～午前8時迄
	2,100円
	210円
	420円
	630円

	深夜訪問看護加算
	午後10時から午前6時迄
	4,200円
	420円
	840円
	1,260円

	緊急訪問看護加算/1日につき
	2,650円
	270円
	530円
	800円

	緊急訪問看護加算/1日につき(15日以降)
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	退院支援指導加算/長時間行った場合
	6,000円/8,400円
	600円/840円
	1,200円/1,680円
	1,800円/2,520円

	特別管理指導加算
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	長時間訪問看護加算
	5,200円
	520円
	1,040円
	1,560円

	複数名訪問
看護加算
	看護師等：2人/3人以上に
	4,500円/4,000円
	450円/400円
	900円/800円
	1,350円/1,200円

	
	准看護師：2人/3人以上に
	3,800円/3,400円
	380円/340円
	760円/680円
	1,140円/1,020円

	
	看護補助者：2人/3人以上
	3,000円/2,700円
	300円/270円
	600円/540円
	900円/1,110円

	
	１日２回/３回以上
	5,400円/9,000円
	540円/900円
	1,080円/1,800円
	1,620円/2,700円

	難病等複数回
訪問加算
	1日2回
	4,000円
	400円
	800円
	1,200円

	
	1日3回以降
	7,200円
	720円
	1,440円
	2,160円

	在宅患者連携指導加算
	3,000円
	300円
	600円
	900円

	看護・介護職員連携強化加算
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	在宅患者緊急時等カンファレンス加算
	2,000円
	200円
	400円
	600円

	訪問看護情報提供療養費１・２・３/月
	1,500円
	150円
	300円
	450円

	専門管理加算/特定行為研修を修了した看護師による
	2,500円
	250円
	500円
	750円

	訪問看護ＤＸ情報活用加算
	50円
	5円
	10円
	15円

	ターミナルケア療養費１
	25,000円
	2,500円
	5,000円
	7,500円

	ベースアップ評価料
	基準により変動あり（明細書にてご確認をお願い致します）

	⑤その他の料金（保険外）
	キャンセル料/場合により（当日のキャンセル等）

	エンゼルケア（自費）
	20,000円


１２　苦情申立窓口

利用者相談窓口①訪問看護ステーション“ラポール”
　TEL：078-582-1153担当者名（管理者：吉尾　妙子）
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　②介護保険サービスのに関すること
　　　　　　　　　　神戸市福祉局監査指導部
　　　　　　　　　　受付時間　8:45～12:00 /13:00～17:30（平日）

　　　　　　　　　　TEL:078-322-6326
　　　　　　　　　③高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内）
　　　　　　　　　　受付時間8：45～12：00/13：00～17：30（平日）
TEL:078-322-6774

③介護保険サービスに関すること
兵庫県国民保険団体連合会
　　　　　　　　　　受付時間　8:45～17：15（平日）

　　　　　　　　　　TEL：078-332-5617
　　　　　　　　　④サービスの質や契約に関すること
神戸市消費生活センター
　　　　 受付時間　9:00～17：00（平日）
TEL：078-371-1221
１３　緊急時の対応方法

サービスの提供中に容態の変化等があった場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
１４　事故発生時の対応
    サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
※保険証が変更・更新の際には、


必ず新しい保険証をご提示ください。





※区分支給限度基準額の対象外となる





※区分支給限度基準額の対象外となる





※区分支給限度基準額の対象外となる





※40歳未満の方及び40歳以上の要支援者・要介護者でない方


※厚生労働大臣が定める疾患にある場合


※介護保険を利用されていても、主治医の指示により『特別訪問看護指示書』が交付された期間は


医療保険適用となります。※各種健康保険・公費医療制度が適用されます。








厚生労働大臣が定める場合





※臨時的に特例措置等が発令された場合は別途お知らせ致します。








厚生労働大臣が定める場合








※臨時的に特例措置等が発令された場合は別途お知らせ致します。











PAGE  
１３

